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復興庁行政文書管理規則の一部を改正する訓令（案） 

 

令和 年 月 日 

復興庁訓令第  号 

 

復興庁行政文書管理規則（平成 24年復興庁訓令第 16号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

目次 

（第１章～第１０章 略） 

第１１章 補則（第３１条） 

附則 

 

（主任文書管理者及び副主任文書管理者） 

第５条 復興局（福島復興浜通りセンター（復興庁の組織に関する訓令

（平成 24年復興庁訓令第２号）第 11条第１項に規定するものをいう。

以下「浜通りセンター」という。）を除く。以下同じ。）及び浜通りセン

ターに、主任文書管理者及び副主任文書管理者を各１名置く。 

２ 主任文書管理者は、復興局においては、公文書類の接受、発送、編集

及び保存に関する事務を担当する復興局次長を、浜通りセンターにお

いては、同事務を担当する浜通りセンターに置かれる次長をもって充

てる。ただし、次長が置かれていない場合は、関係のある他の職を占め

る者をもって充てる。 

３ （略） 

４ 副主任文書管理者は、復興局においては、公文書類の接受、発送、編

集及び保存に関する事務を担当する復興局参事官を、浜通りセンター

においては、同事務を担当する浜通りセンターに置かれる参事官をも

って充てる。ただし、参事官が置かれていない場合は、関係のある他の

職を占める者をもって充てる。 

目次 

（第１章～第１０章 略） 

第１１章 補則（第３１条―第３２条） 

附則 

 

（主任文書管理者及び副主任文書管理者） 

第５条 復興局に、主任文書管理者及び副主任文書管理者を各１名置く。 

 

 

 

２ 主任文書管理者は、公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する事

務を担当する復興局次長をもって充てる。 

 

 

 

３ （略） 

４ 副主任文書管理者は、公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する

事務を担当する復興局参事官をもって充てる。 
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５ （略） 

 

（主任監査担当者） 

第９条 復興局及び浜通りセンターに、主任監査担当者１名を置く。 

２ 主任監査担当者は、復興局においては、政策評価に関する事務を担

当する復興局次長を、浜通りセンターにおいては、同事務を担当する

浜通りセンターに置かれる次長をもって充てる。ただし、次長が置か

れていない場合は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。  

３ 復興局及び浜通りセンターの主任監査担当者は、監査責任者の指示

により、それぞれ復興局及び浜通りセンターにおける行政文書の管理

の状況について監査を行い、その結果等の状況を監査責任者に報告す

るものとする。  

４ （略） 

 

 （紛失等への対応） 

第２６条 行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が発生した場合（その

おそれがある場合を含む。）、その事実を知った職員は、速やかに当該

行政文書ファイル等を管理する文書管理者（文書管理者が不在等によ

り報告等が困難な場合には、副総括文書管理者（復興局及び浜通りセ

ンターにおいては主任文書管理者及び副主任文書管理者））に報告しな

ければならない。 

（２・３ 略） 

 

（特定秘密又は重要経済安保情報以外の公表しないこととされている

情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第３０条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108

号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）又は重要経

済安保情報（重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和６

年法律第 27号）第３条第１項に規定する重要経済安保情報をいう。以

５ （略） 

 

（主任監査担当者） 

第９条 復興局に、主任監査担当者１名を置く。 

２ 主任監査担当者は、政策評価に関する事務を担当する復興局次長を

もって充てる。  

 

 

３ 主任監査担当者は、監査責任者の指示により、復興局における行政

文書の管理の状況について監査を行い、その結果等の状況を監査責任

者に報告するものとする。  

 

４ （略） 

 

（紛失等への対応） 

第２６条 行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が発生した場合（その

おそれがある場合を含む。）、その事実を知った職員は、速やかに当該

行政文書ファイル等を管理する文書管理者（文書管理者が不在等によ

り報告等が困難な場合には、副総括文書管理者（復興局においては主

任文書管理者及び副主任文書管理者））に報告しなければならない。 

 

（２・３ 略） 

 

（特定秘密又は重要経済安保情報以外の公表しないこととされている

情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第３０条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108

号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）又は重要経

済安保情報（重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和６

年法律第 27号）第３条第１項に規定する重要経済安保情報をいう。以
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下同じ。）以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文

書のうち秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報又は重要経

済安保情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。）に

ついては次に掲げるとおり管理するものとする。 

(1) （略） 

(2) 秘密文書の指定は、極秘文書については当該文書に関する事務を

担当する統括官が、秘文書については当該文書に関する事務を担当す

る参事官、復興局長又はセンター長（復興庁の組織に関する訓令第 11

条第４項に規定する者をいう。）が期間（極秘文書については５年を超

えない範囲内の期間とする。(3)において同じ。）を定めてそれぞれ行う

ものとし（以下これらの指定をする者を「指定者」という。）、その指定

は必要最小限にとどめるものとする。  

（(3)～(10) 略） 

 

 

（条を削る。） 

 

 

 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

事項 業務の区

分 

当該業務に係る行政

文書の類型（施行令

別表の該当項） 

保存期間 具体例 

（削る。） 

（ 削

る。） 

（ 削

る。） 

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 

下同じ。）以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文

書のうち秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報又は重要経

済安保情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。）に

ついては次に掲げるとおり管理するものとする。 

(1) （略） 

(2) 秘密文書の指定は、極秘文書については当該文書に関する事務を

担当する統括官が、秘文書については当該文書に関する事務を担当す

る参事官又は復興局長が期間（極秘文書については５年を超えない範

囲内の期間とする。(3)において同じ。）を定めてそれぞれ行うものとし

（以下これらの指定をする者を「指定者」という。）、その指定は必要最

小限にとどめるものとする。 

 

（(3)～(10) 略） 

 

（復興局に関する事項） 

第３２条 別表第１及び第２の復興局に関する事項について、改正等が

必要となった場合には、主任文書管理者が副総括文書管理者に速やか

に申し出ることとする。 

 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

事項 業務の区

分 

当該業務に係る行政

文書の類型（施行令

別表の該当項） 

保存期間 具体例 

復興局に関する事項 

30 復興庁設置

法第１７条

第３項に規

復興庁設

置法第１

７条第３

復興庁設置法第１７

条第３項に規定する

組織体に係る準備、実

10 年 ・議事の記録 

・合意文書 
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別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

 

１ （略） 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期

間満了時の措置（移管・廃棄）の判断については、以下の(1)～(5)に沿

って行うものとし、いずれかの基準において移管と判断される場合に

は移管するものとする。 

(1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期

間満了時の措置については、次の表（用語の意義は、別表第１の用

語の意義による。）の右欄のとおりとする。 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（削る。） 

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 

 

② （略） 

（(2)～(5) 略） 

定する組織

体に関する

事項 

項に規定

する組織

体に関す

る重要な

経緯 

施、参加、会議の結果

等に関する文書のう

ち重要なもの 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

 

１ （略） 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期

間満了時の措置（移管・廃棄）の判断については、以下の(1)～(5)に沿

って行うものとし、いずれかの基準において移管と判断される場合に

は移管するものとする。 

(1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期

間満了時の措置については、次の表（用語の意義は、別表第１の用

語の意義による。）の右欄のとおりとする。 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

復興局に関する事項 

30 復興庁設置法第１７

条第３項に規定する

組織体に関する事項 

復興庁設置法第１７条第３項

に規定する組織体に関する重

要な経緯 

移管 

 

 

② （略） 

（(2)～(5) 略） 

 
附 則 
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この訓令は、令和８年５月１日から施行する。 

 


